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政策評価に関する基本方針 

 
第１ 趣旨 
 
    政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、長崎県政策評価条例（平成１８年長崎県  

条例第１号。以下「条例」という。）第４条第１項の規定に基づき、政策評価に関する基
本方針を定める。 

 
 
第２ 政策評価に関する基本方針 
 
 １ 政策評価の実施に関する基本的な考え 
 

（１）政策評価の目的 
 政策評価は、県政の各分野における施策又は事業（以下「施策等」という。）につ
いて、必要性、効率性及び有効性等の観点から、実施機関自ら合理的な手法を用いて、
客観的な評価を行うことにより、その結果を県の施策等に適切に反映させるととも
に、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するために行う外部評価の結果（意見）
も含めて、予算編成及び企画立案等における重要な情報として提供し、活用を図るこ
とを目的とする。 
  また、政策評価の結果をはじめ、政策評価に関する情報を県民に積極的に提供し、
県政の運営状況を明らかにして、県民に対する行政の説明責任を果たすことを目的と
する。 
 さらに、こうした政策評価を、企画立案（Plan：プラン）－実施（Do：ドゥ）－    
評価（Check：チェック）－改善（Action：アクション）という政策の形成・遂行過
程内に制度として組み込み、着実に実施することにより、施策等の見直しを不断に行
い、限られた財源等の行政資源を効果的に配分して、効果的かつ効率的な行政の推進
と県民の視点に立って成果を重視した行政運営の実現を図ることを目的とする。 

 
（２）政策評価の体系 

              
 実施機関又は知事が行う政策評価    附属機関が行う政策評価  

 （知事の諮問に対する意見） 

 施 策 評 価             

 

 

長 崎 県 政 策 評 価 委 員 会                 

 

 

 

事 

業

の 

評

価 

 

 
事 務 事 業 評 価             

  
  

公 共 事 業 評 価             長崎県公共事業評価監視委員会    
   
  

研 究 事 業 評 価             

 

 

長 崎 県 研 究 事 業 評 価 委 員 会                 

（環境保健・工業・水産・農林の 

各分野研究評価分科会を設置） 

   

   
 
 
 
    ○「知事が行う政策評価」は、施策 

及び事務事業評価のみ実施 

  
  ○各委員会への諮問事項は基本方 
   針に定める 
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１）施策評価 

 

①実施機関が行う政策評価、知事が行う政策評価 

  総合計画の施策（以下「施策」という。）については、途中・事後の各時点にお

いて、実施機関自らが評価する。さらに、実施機関が行った途中評価の結果のうち、

県政の統一性を確保し、又は総合的な推進を図る観点から、知事が必要であると認

める施策については、知事が評価する二段階評価とする。 

 

②長崎県政策評価委員会（附属機関）が行う政策評価 

 前号①の実施機関自らが行った途中評価の結果について、学識経験のある者又     

は県政に関し優れた識見を有する者（以下「有識者」という。）で構成する長崎県

政策評価委員会が、知事の諮問に応じて調査審議を行い、評価する。 

  

２）事務事業評価 

 

①実施機関が行う政策評価、知事が行う政策評価 

  事務事業については、毎年度、実施機関自らが評価する。さらに、実施機関が行

った政策評価の結果のうち、県政の統一性を確保し、又は総合的な推進を図る観点

から、知事が必要であると認める事務事業については、知事が評価する二段階評価

とする。 

 

②長崎県政策評価委員会（附属機関）が行う政策評価 

   前号①の実施機関自らが行った政策評価の結果について、有識者で構成する長崎

県政策評価委員会が、知事の諮問に応じて調査審議を行い、評価する。 

 

３） 公共事業評価 

公共事業*1の評価については、国の制度を活用しつつ、本県の政策評価制度の枠

組みに整合的に位置づけ、以下のとおり実施するものとする。 

 

①実施機関が行う政策評価 

事前・途中・事後の各時点において、以下のとおり評価するものとする。 

ア 事前評価については、国の制度として、事前評価が実施されていることを踏

まえ、国の評価制度との整合性を図りながら、実施機関自らが評価する。 

イ 途中評価については、平成１０年度から公共事業再評価制度*2 を導入し、      

定着していることから、同制度を継続することとし、実施機関自らが評価する。 

ウ 事後評価については、農林・水産分野の公共事業において、国の制度として、
事後評価が行われていることから、それらの分野の評価は、国へ委ねることと
する。 
土木分野（国土交通省所管）の公共事業の事後評価については、実施機関自

らが評価する。 

*1 公共事業：国の財政関係法及び予算等でいう公共事業費（財政法第４条第１項）のうち、国の

補助によって施行する道路、河川、港湾、漁港、土地改良等の社会資本整備に関す

る事業で毎年度、県の予算上「公共事業」と整理されている事業 

*2 公共事業再評価制度：事業採択後一定期間経過した事業等を対象として行う途中評価 
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②長崎県公共事業評価監視委員会（附属機関）が行う政策評価 
 前号①イの途中評価の結果に対する有識者による評価については、平成１７年度
まで公共事業再評価制度において、長崎県公共事業評価監視委員会を設置して実施
しており、定着していることから、同制度を継続することとし、同委員会が、知事
の諮問に応じて調査審議を行い、評価する。 
また、前号①ウの事後評価の結果についても、長崎県公共事業評価監視委員会が

知事の諮問に応じて調査審議を行い、評価する。 
 

４）研究事業評価 
研究事業の評価については、県研究機関（別表１）が行う「戦略プロジェクト研

究*1」、「経常研究*2」の個別の研究事業について、以下のとおり実施するものとす
る。 

 
①実施機関が行う政策評価 
事前・途中・事後の各時点において、実施機関自らが評価する。 

 
②長崎県研究事業評価委員会（附属機関）が行う政策評価 
前号①の各時点の評価の結果について、有識者で構成する長崎県研究事業評価委

員会が知事の諮問に応じて調査審議を行い、評価する。 
 

③分野研究評価分科会における調査審議  
長崎県研究事業評価委員会に置く４つの分野研究評価分科会は、有識者で構成し、

所管する分野の経常研究内容について調査審議を行い評価するものとし、その結果
については、長崎県研究事業評価委員会に報告する。 

 
（３）実施計画の策定 

 
１）実施機関は、本基本方針を踏まえ、その所掌する施策等の特性に応じて、毎年度、
実施計画を策定するものとする（評価の対象事業がない実施機関を除く。）｡  

 
２）実施機関は、施策評価及び事務事業評価について、一つの実施計画にまとめて策
定することが出来るものとする。   

                                                                                                                           
３）公共事業評価及び研究事業評価の実施計画については、評価の対象が特殊で、専
門性が高いことから、所掌する実施機関がそれぞれ個別に策定するものとする。 

 
 
 ２  政策評価の方法に関する事項 
 

２－１ 政策評価の対象、実施主体、時点及び内容に関する事項 
 

（１）施策評価 
 

１）実施機関が行う政策評価 

 

*1 戦略プロジェクト研究：研究機関単独での解決が困難な県政の重要課題について、県内外の外部リ
ソースを活用した産学官連携や部局間連携により、新たな社会的、経済的
価値の創出につなげていく研究  

*2 経常研究：産業界や生産現場のニーズ等に基づき、各研究機関が独自に計画立案したもので、戦略
プロジェクト研究を除く研究 
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  実施機関は、施策を対象として、以下の時点及び内容について評価を行うものと
する。 
 なお、評価の実施主体は実施機関であるが、実際に評価を行うに当たっては、各
実施機関の施策目標を所管する課室等の長*1が評価を行うものとする。 
 
①途中評価 
時点：施策の実施途中において、概ね３年に一度実施する。 
内容：評価対象期間の施策の数値目標の達成状況をはじめ、構成事業の実績や、

それらの進捗状況を検証するとともに、施策実施の今後の方向性等につい
て、評価を行うものとする。 

②事後評価 
時点：施策が終了した段階で実施する。 
内容：施策について、計画期間中の数値目標の達成状況をはじめ、取組実績や構

成事業の実績等を検証し、その成果や達成状況等の評価を行うとともに、
その後実施する新たな施策の企画立案等の参考とする情報を提供する。           

 
２）知事が行う政策評価    

知事は、実施機関が行った途中評価の結果のうち、県政の統一性を確保し、又は
総合的な推進を図る観点から必要があると認めるものについて、意見を付すことが
できるものとする。 
 

３）長崎県政策評価委員会が行う政策評価 
知事は、実施機関が行った途中評価の結果について、長崎県政策評価委員会に必

要に応じて諮問を行うものとし、同委員会は、当該諮問事項について調査審議を行
い、改善すべき点等があると認めた場合には、知事に意見書を提出するものとする。 
 なお、具体的な諮問事項については、施策の途中評価を概ね３年に一度実施する
こととしていることから、当該評価の実施年度に、実施計画において定めるものと
する。 
 

（２）事務事業評価     
 

１）実施機関が行う政策評価 
実施機関は、原則として総合計画に掲げる事業群を推進する予算計上事業（公共

事業、研究事業及び実施計画で定める事務事業を除く。）を対象として、必要性、
効率性及び有効性等の観点から、事業群として一括りにした上で評価を行うものと
する。 
また、事務事業評価における特定分野の評価として、指定管理者制度を導入して

いる全ての施設（県予算の計上が無い施設も含む。）について、途中評価を行うも
のとする。 
なお、評価の実施主体は実施機関であるが、実際に評価を行うに当たっては、事

業群の目標及び指定管理者導入施設を所管する課室等の長がとりまとめのうえ評価
を行うものとする。 
評価は毎年度実施するものとし、事業群の数値目標の進捗状況並びに事業群を推

進する事業の数値目標の達成状況をはじめ、進捗状況及び実績等を検証するととも
に、必要性、有効性、効率性及び事業構築の視点*2 等の観点を踏まえ、事業実施の
今後の方向性等について、見直しや改善等の評価を行うものとする。 

 

*1 課室等の長：本庁各課長、本庁各室長、県民ｾﾝﾀｰ長、総務事務ｾﾝﾀｰ長、交通局管理部長、長崎港

湾漁港事務所長（企業会計に限る。） 

*2 事業構築の視点：全庁的に共有する事業構築に関する具体的な視点及び部（局）の特徴に応じて

設定する視点 
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２）知事が行う政策評価 
 知事は、実施機関が行った政策評価のうち、県政の統一性を確保し、又は総合的
な推進を図る観点から必要があると認めるものについて、意見を付すことができる
ものとする。 

 
３）長崎県政策評価委員会が行う政策評価 

  知事は、実施機関が行った政策評価の結果について、長崎県政策評価委員会に諮
問を行うものとする。 
 なお、知事からの諮問事項について、同委員会は調査審議を行い、改善すべき点
等があると認めた場合には、知事に意見書を提出するものとする。 

 
（３）公共事業評価 

 
１）実施機関が行う政策評価 

 道路、河川、港湾、漁港、土地改良等社会資本整備のための公共事業の箇所を対
象として、以下の時点及び内容の評価を行うものとする。 
 ただし、事後評価の対象については、国土交通省が所管する公共事業とする。 
 なお、評価の実施主体は実施機関であるが、実際に評価を行うに当たっては、公
共事業を所管する課室長が評価を行うものとする。 

 
①事前評価 
時点：新規公共事業箇所の企画立案の段階で実施する。 
内容：費用対効果分析により経済効率性を検証するとともに、事業の必要性等の

観点から評価を行うものとする。 
 

②途中評価（再評価） 
時点：事業採択後、一定期間が経過した時点で未着工の事業や、長期にわたり行

っている事業などについて、国の各事業所管省庁の通知（実施計画に記載）
に該当する段階で実施する。 

内容：事業の必要性等の観点から評価を行い、対応方針（原案）を作成する。 
 

③事後評価 
時点：過去に途中評価（再評価）を実施した事業について、事業完了後一定期間

が経過した段階で実施する。 
内容：費用対効果分析の算定基礎となった要因（費用、施設の利用状況、事業期

間等）の変化、事業の効果の発現状況、改善措置の必要性等から評価を行
い、対応方針（原案）を作成する。 

 
２）長崎県公共事業評価監視委員会が行う政策評価 

知事は、実施機関自らが行った途中評価（再評価）及び事後評価の対応方針（原     
案）［評価結果］について、長崎県公共事業評価監視委員会に諮問を行い、同委員
会は、諮問事項について調査審議を行い、不適切な点又は改善すべき点等があると
認めた場合には、知事に意見書を提出するものとする。 

 
（４）研究事業評価 

 
１）実施機関が行う政策評価 

県研究機関（別表１）が行う戦略プロジェクト研究及び経常研究について、以下
の時点及び内容の評価を行うものとする。 
なお、評価の実施主体は実施機関であるが、実際に評価を行うに当たっては、研

究事業を所管する県研究機関の長が評価を行うものとする。 
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①事前評価 
時点：新規研究事業の企画立案の段階で実施する。 
内容：研究開発の必要性、研究手法の効率性、見込まれる成果などを踏まえ、          

評価を行うものとする。 
 

②途中評価 
時点：研究事業の実施途中（事業開始２年目以降）の段階で実施する。 
内容：事業の進捗状況、目標の達成状況等を検証し、社会経済情勢やニーズの変

化、必要性、期待される成果の見込み等を踏まえ、評価を行うものとする。 
 

③事後評価 
時点：研究事業の終了後に実施する。 
内容：事業の達成状況、成果の普及見込み等を検証し、研究方法の妥当性等につ

いて評価を行うとともに、その後の関連研究等の企画立案の参考とする情
報を提供する。 

 
２）長崎県研究事業評価委員会が行う政策評価 

知事は、実施機関が行った事前・途中・事後の評価の結果について、長崎県研究
事業評価委員会に諮問を行うものとする。 
同委員会は、当該諮問事項について、４つの分野研究評価分科会に審議を依頼し、

その結果の報告を踏まえて、改善すべき点等があると認めた場合には、知事に意見
書を提出するものとする。 

 
２－２ 政策評価の実施方法に関する事項 

 
（１）評価に当たっての観点 

 
１）施策評価 

評価の実施年度に、実施計画において定めるものとする。 
 

２）事務事業評価  
事務事業評価を行うに当たっては、下記の必要性、効率性、有効性及び事業構築

の視点等の観点から評価するものとする。 
 

①必要性 
・事業群の目標達成、課題解決のために必要な事業か。既に目的が達成され、必
要性が薄れていないか。 

・事業を取りまく環境、経済情勢などの変化に適応しているか。 
・国、市町または民間（ＮＰＯを含む。）で実施することが適当（可能）ではな
いか（適切な役割分担がなされているか）。 
 

②効率性 
・事業の実施により、費用や業務量に見合った活動結果が得られているか。 
・必要な活動結果がより少ない費用や業務量で得られる手法に代えられないか。 

 
③有効性 

     ・事業群の目標達成、課題解決に十分寄与する手法となっているか。 
・事業効果をさらに上げる余地はないか。 
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④事業構築の視点 
〔共通の視点〕 
一 事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、事業の選択
と集中ができているか。 

二 指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工
夫、目標に近づけるための工夫を検討・実施できているか。 

三 人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しがで
きているか。 

四 政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確
化、関係課の役割分担・協力関係の整理ができているか。 

五 県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。 
六 県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。 
七 戦略的に関係者の行動を引き出せているか。 
八 国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）
する必要はないか。 

九 経済情勢等、環境の変化に対応した効果的、適切な見直しとなっているか。 
 

上記のほか、事業群を構成する事業を俯瞰し、事業の選択と集中の観点から評価
するものとする。 

 
３）公共事業評価 

公共事業評価を行うに当たっては、下記の必要性、効率性及び有効性等の観点か
ら総合的に評価するものとする。 
 
①必要性 
・事業の必要性があるか。または、薄れていないか。 
・人口減少など事業を巡る社会経済情勢の変化や地域特性等を踏まえ、中長期的
な観点で整理されたものとなっているか。 

・地元の意向に沿っているか。 
 

②効率性 
     ・費用、便益、費用対効果分析、事業効果が適切なものとなっているか。 
     ・地元や関係部局等との連携及び調整が適切になされているか。 
     ・当該事業及び関連事業の進捗の状況や見込みに問題がないか。 
     ・コスト縮減や代替案立案等の余地がないか。 
 

③有効性 
     ・事業の優先度・重要度が高いものとなっているか。 
     ・事業効果の発現状況が効果的なものとなっているか。 
 

上記のほか、事業種別ごとに事業の特性に応じて必要な観点を適宜加えて評価す    
るものとする。 

 
４）研究事業評価 

 研究事業評価を行うに当たっては、下記の必要性、効率性及び有効性等の観点か
ら総合的に評価するものとする。 
 
①必要性 
・社会的・経済的情勢から見て必要か。 
・県民又は産業界等のニーズはあるか。 
・県の行政施策に沿ったものであるか。 
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・県研究機関として取り組むべきか（国、市町、民間等でできないか、また、実
施しているところがないか。）。 

 
②効率性 
・研究目標は明確になっているか。また、適切に設定されているか。 
・年度毎の研究目標を達成したか。また、今後達成する見込みはあるか。（途中
評価時） 

・研究手法には合理性があり適当か。 
・研究実施体制（人員、予算、期間等）等は適当か。 

 
③有効性 
・期待される成果の得られる見通しがあるか。 

     ・従来技術、先行技術に比して、新規性、優位性はあるか。 
     ・他の研究への応用の可能性はあるか。 

・その成果の移転の見込みおよびその方法、又は実用化の見通しがあるか。 
     ・研究経費に見合うだけの価値を生み出し、県民に利益が還元できるか。（事後

評価時） 
・成果の社会・経済・県民等への波及効果（還元シナリオ）はどうなっているか。 

 
上記のほか、研究事業の特性に応じて必要な観点からを適宜加えて評価するもの    

とする。 
 

（２）評価調書等の作成等 
 

１）施策評価及び事務事業評価 
 

①実施機関は、その所掌する施策等について政策評価を行う場合には、実施計画に     
定める評価調書を作成するとともに、作成した評価調書を知事（施策評価調書は企
画部政策企画課、事務事業評価調書は総務部財政課）に送付するものとする。     

 
②実施機関が行った施策及び事務事業の評価の結果のうち、県政の統一性等     
を図るうえから、知事が必要であると認め、行った政策評価の結果（意見）につい
ては、実施機関が前号①で作成した評価調書に、当該結果（意見）を記述して、同
評価調書を知事（施策評価調書は企画部政策企画課、事務事業評価調書は総務部財
政課）に送付するものとする。 

 
２）公共事業評価 

実施機関は、所掌する公共事業について政策評価を行う場合には、実施計画で定
める評価調書を作成するものとする。 

 
３）研究事業評価 

 実施機関は、所掌する研究事業について政策評価を行う場合には、実施計画で定
める評価調書を作成するものとする。 

 
（３）政策評価の実施時期 

各評価については、原則として、次の期日までに行うものとするが、変更せざるを
得ない事由が生じた場合には、別に定めることができるものとする。 

 
１）施策評価 

評価の実施年度において、実施計画において定めるものとする。 
 



 

- 9 - 
 

２）事務事業評価 
毎年度、１１月末日までに行うものとする。 

 
３）公共事業評価 

事前評価、途中評価（再評価）及び事後評価は、毎年度、１１月末日までに行う
ものとする。  

 
４）研究事業評価 

次年度当初予算に係る新規事業の事前評価及び継続・終了事業の途中・事後評価
については、毎年度、１１月末日までに行うものとする。 

 
 

３ 政策評価の結果の反映及び活用に関する事項 
 

１）施策評価の結果の反映及び活用について 
 知事は、実施機関又は知事が行う政策評価の結果を当該施策等に適切に反映させ
るものとする。また、実施機関又は知事が行う政策評価の結果や長崎県政策評価委
員会からの意見について、施策等の企画立案をはじめ、総合計画の進捗管理、重点
施策の展開、予算編成、組織改正、事業の見直しなどに活用するものとする。 
 その他の具体的な事項については、評価の実施年度に実施計画において定めるも    
のとする。 

 
２）事務事業評価の結果の反映及び活用について 
 知事は、実施機関又は知事が行う政策評価の結果を当該事業に適切に反映させる
ものとする。また、実施機関又は知事が行う政策評価の結果や長崎県政策評価委員
会からの意見について、施策等の企画立案をはじめ、総合計画の進捗管理、重点施
策の展開、予算編成、組織改正、事業の見直しなどに活用するものとする。 
 なお、実施機関は、長崎県政策評価委員会からの意見に対する県の考え方（対応）
について、実施計画に定めるとおり、書面（報告書）を作成し、知事（総務部財政
課）に提出するものとする。 

 
３）公共事業評価の結果の反映及び活用について 

実施機関は、自ら行う評価の結果や長崎県公共事業評価監視委員会からの意見に    
ついて、当該事業に適切に反映させるものとする。 
実施機関は、途中及び事後評価の結果並びにそれらの結果に対する長崎県公共事

業評価監視委員会からの意見に対する反映状況等について、実施計画で定める書面
を作成するものとする。 

 
４）研究事業評価の結果の反映及び活用について 

実施機関は、自ら行う政策評価の結果や長崎県研究事業評価委員会からの意見に    
ついて、当該事業に適切に反映させるものとする。 
実施機関は、事前・途中・事後の政策評価の結果並びに長崎県研究事業評価委員

会からの意見に対する反映状況等について、実施計画で定める書面を作成するもの
とする。 

 
 
 ４ 政策評価に関する情報の公表に関する事項 
 

 条例で公表が義務付けられている評価調書をはじめ、基本方針、実施計画、政策評価
の結果の関係資料及び評価の結果の反映状況など、実施計画で定める政策評価に関する
情報について適時に公表するものとする。 
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 なお、公表に当たっては、県民センタ－における縦覧や県ホ－ムペ－ジへの掲載など
県民にとって分かりやすい内容、容易に入手できる方法に努めるものとする。 
 ただし、政策評価に関する情報のうち、長崎県情報公開条例（平成１３年長崎県条例
第１号）に規定する事項及び長崎県個人情報保護条例（平成１３年長崎県条例第３８号）
に規定する個人情報など法令の規定に基づくものや、特許取得など権益にかかるもので、
そのまま公表することが不適切な情報と判断されるものについては、省略又は公表して
も支障ない情報内容に要約して公表することができるものとする。 
  なお、政策評価に関する情報の公表については、条例上、知事が行うことを規定して
いるが、実際の公表に当たっては、各評価を所管する課長（施策においては企画部政策
企画課、事務事業においては総務部財政課、公共事業においては土木部建設企画課、研
究事業においては産業労働部産業政策課の各課長）に行わせることができるものとする。 

 
 
 ５ 政策評価の結果の議会への報告に関する事項 
 

 政策評価の結果については、原則として、結果を取りまとめた後の直近に開催される
議会へ報告するものとする。 
 なお、知事は、それらの政策評価の結果を議会へ報告することについて、実施機関か
ら、それぞれが属する常任委員会へ報告させるものとする。 
 また、実施機関が知事である政策評価の結果については、知事は、評価の対象となっ
ている施策及び事業（事務事業、公共事業、研究事業）を所管する部・局から、それぞ
れが属する常任委員会へ報告させるものとする。 

 
 
 ６ 政策評価に関する県民の意見の取扱いに関する事項 
 

 知事又は実施機関は、広報・広聴活動の充実、インターネット等情報通信手段の活用
などにより、県民が意見を述べる機会が確保されるよう努めるものとする。 
 寄せられた県民の意見については、それらに対する県の考え方等をまとめた書面を作  
成し、回答するものとし、その具体的な取扱い等については、実施計画で定めるものと
する。 

 
 

７ 政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、知事の諮問に応じ、調査審議す   
る機関の運営に関する事項  

 
（１）開催方針 

知事の諮問に応じ、調査審議する機関［長崎県政策評価委員会、長崎県公共事業評
価監視委員会及び長崎県研究事業評価委員会］の開催方針は、以下のとおりとする。 
 
１）知事の要請により、委員会の委員長は、委員会を招集するものとする。ただし、    
委員の改選に伴い開催される初回の委員会については、知事が委員会を招集するも
のとする。 

 
２）委員会の会議は、原則として公開する。ただし、長崎県研究事業評価委員会は特
許取得など権益にかかる内容を含むことから非公開とする。 

 
３）委員会の議事要旨は、原則として公表する。ただし、委員会の議事に関する情報
のうち、長崎県情報公開条例に規定する事項及び長崎県個人情報保護条例に規定す
る個人情報など法令の規定に基づくものや、特許取得など権益にかかるもので、そ
のまま公表することが不適切な情報と判断されるものについては、省略又は公表し
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ても支障ない情報内容に要約して公表することができるものとする。 
 

（２）委員会の事務局 
 

１）長崎県政策評価委員会    
事務局を総務部財政課に置く。 

 
２）長崎県公共事業評価監視委員会 

事務局を土木部建設企画課に置く。 
 

３）長崎県研究事業評価委員会 
事務局を産業労働部産業政策課に置く。 

 
 

８ 政策評価の充実のために必要な措置に関する事項 
 

（１）調査、研究等に関する事項 
知事は、国、都道府県等における政策評価の実施事例、手法の信頼性及び精度の向

上等に関する調査、研究等に努めるものとする。 
 

（２）職員の資質の向上に関する事項 
知事は、政策評価に関する研修機会の確保に努めるものとする。 

 
（３）その他の措置 

知事は、県民の視点に立って成果を重視した行政運営をなお一層進めるため、政策
評価の実施状況について適宜検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。 

 
 
 
 
 
別表１ 県研究機関 
 
 
 
 
 
 
 
 

機　　関　　名

１  環境保健研究センター

２  工業技術センター

３  窯業技術センター

４  総合水産試験場

５  農林技術開発センター


